
日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律

新
旧
対
照
表

○

文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

(

所
掌
事
務)

(

所
掌
事
務)

第
十
九
条

文
化
庁
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四

第
十
九
条

文
化
庁
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四

条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
二
号
（
博

条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
二
号
（
博

物
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
号
（
博
物
館
に
係

物
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
号
（
博
物
館
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
八
号
、
第
三
十
九
号
、
第
七
十

る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
号
、
第
三
十
八
号
、
第
三
十

七
号
か
ら
第
八
十
七
号
ま
で
、
第
八
十
八
号
（
学
術
及
び
ス
ポ

九
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
七
号
ま
で
、
第
八
十
八
号
（

ー
ツ
の
振
興
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
八
十
九
号
及
び
第

学
術
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
八

九
十
一
号
か
ら
第
九
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
学
校

十
九
号
及
び
第
九
十
一
号
か
ら
第
九
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

に
お
け
る
芸
術
に
関
す
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
事
務

務
並
び
に
学
校
に
お
け
る
芸
術
に
関
す
る
教
育
の
基
準
の
設
定

を
つ
か
さ
ど
る
。

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


